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住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
き
、

黒
潮
町
に
お
い
て
、
平
成

２０
年
４

月
１
日
か
ら
平
成

２１
年
３
月

３１
日

ま
で
の
間
の
閲
覧
状
況
を
公
表
し

ま
す
。

　
な
お
、
閲
覧
で
き
る
場
合
は
次

の
事
項
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。

１
、
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
の

機
関
が
法
令
で
定
め
る
業
務
を

遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
場
合

２
、
次
の
①
〜
③
の
活
動
を
行
う

た
め
に
閲
覧
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
旨
の
申
出
が
あ
り
、
市

町
村
長
が
そ
の
申
出
を
認
め
た

場
合

①
統
計
調
査
、
世
論
調
査
、
学
術

研
究
そ
の
他
の
調
査
研
究
の
う

ち
、
公
益
性
が
高
い
と
認
め
る

も
の

②
公
共
的
な
団
体
が
行
う
地
域
住

民
の
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る

活
動
の
う
ち
、
公
益
性
が
高
い

と
認
め
る
も
の

③
営
利
以
外
の
目
的
で
行
う
居
住

関
係
の
確
認
の
う
ち
、
訴
訟
の

提
起
そ
の
他
特
別
の
事
情
に
よ

る
居
住
関
係
の
確
認
と
し
て
市

町
村
長
が
定
め
る
も
の

住
民
基
本
台
帳
の
閲
覧

状
況
を
公
表
し
ま
す

黒潮町住民基本台帳の閲覧状況〈平成20年4月1日～平成21年3月31日〉
住民基本台帳の閲覧については、住民基本台帳法において、毎年少なくとも１回は公表すること
と定められています。

請求をした機関の名称
（または申出人の氏名）

請求の事由の概要
（利用目的の概要） 閲覧の年月日

平成20年08月21日

閲覧に係る住民の範囲

社団法人新情報センター
事務局長　平谷 伸次

食料・農業・農村の役割
に関する世論調査 伊与喜地区で20歳以上男女14名

平成20年11月13日町分区長　山本 規
地域の自治活動の一環と
しての厄入りの祝事

町分地区の女性昭和52年生れ、男性昭和44年生れ、
男女大正11年生れ・昭和8年生れ・昭和24年生れ

平成20年09月04日錦野区長　森 治史
地域の自治活動の一環と
しての敬老会のため

錦野地区内の平成20年12月31日
現在で満70歳以上の男女

平成21年01月08日錦野区長　森 治史
地域の自治活動の一環と
しての厄入りの祝事

錦野地区内の男性・昭和44年、女
性・昭和52年生まれ

平成21年01月28日
自衛隊高知地方協力本部
本部長　竹田 隆康

自衛官募集事務に関する
適齢者情報取得

平成3年4月2日から平成4年4月1
日までの間に生れた男女

　
遺
言
の
ほ
か
、
相
続
、
金
銭
・

不
動
産
の
貸
借
、
離
婚
に
伴
う
養

育
料
・
慰
謝
料
・
財
産
分
与
、
高

齢
者
な
ど
の
財
産
管
理
の
相
談
な

ど
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。

　
相
談
は
無
料
・
秘
密
厳
守
で
す

の
で
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　日
時

　
５
月

２３
日（
日
）

　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　
※
事
前
に
予
約
が
必
要
で
す
。

場
所

　
中
村
公
証
役
場

　
四
万
十
市
中
村
大
橋
通
６
―
３
―
７

　
第
１
と
ら
や
ビ
ル
４
階

相
談
担
当
者

　
高
知
地
方
法
務
局
所
属

　
中
村
公
証
役
場
公
証
人

○
ご
予
約
・
お
問
い
合
わ
せ

　
中
村
公
証
役
場

　
蕁
３
４
―
１
７
２
８

　
ひ
と
り
で
悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か
？

「
人
と
の
つ
き
あ
い
が
ど
う
も
う

ま
く
い
か
な
い
」「
い
ろ
ん
な
こ

と
を
考
え
て
し
ま
っ
て
、
よ
く
眠

れ
な
い
」「
な
に
を
す
る
に
も
い

や
に
な
り
、
家
に
と
じ
こ
も
っ
て

い
る
日
々
が
続
い
て
い
る
」
な
ど
、

心
に
ゆ
と
り
が
な
く
な
っ
て
、
悩

ん
だ
り
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

　
そ
ん
な
時
、
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

日
時

　
５
月

２６
日（
火
）

　
 

午
後
１
時
半
〜
午
後
３
時

場
所
　
幡
多
福
祉
保
健
所

相
談
医
　
精
神
科
嘱
託
医

申
込
期
限
　
５
月

２１
日（
木
）

＊
出
張
相
談
を
ご
希
望
の
方
は
申

し
込
み
時
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

＊
お
申
し
込
み
が
多
数
の
場
合
は
、

次
回
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す

の
で
御
了
承
く
だ
さ
い
。

＊
保
健
師
・
相
談
員
に
よ
る
相
談

は
、
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

○
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　
幡
多
福
祉
保
健
所 

健
康
障
害
課

　
蕁
３
４
―
５
１
２
４

　
蕁
３
５
―
５
９
７
９

相
 

談

心
の
健
康
相
談

日
曜
遺
言
等
公
証
法
律
相
談

【お問い合わせ】大方総合支所 住民課 住基戸籍係蕁43－2800（直通）　佐賀総合支所 総務課 住基戸籍係蕁55―3701（直通）


